
平成 21 年 2 月 18 日 

日紙商から最新情報のお知らせ 
 
  

環境省は、グリーン購入法、コピー用紙について 
判断基準の変更を発表しました 

 
 
 グリーン購入法、コピー用紙について基準の見直しを、平成 21 年 2 月 12 日環境省から

発表されました。 
 
  平成 21 年 2 月 12 日の環境省・報道発表、 

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について（お知らせ）」から抜粋 

 

 
 
掲記の通り「コピー用紙」の判断の基準において、平成 21 年度より総合評価指標方式の

導入を決定いたしました。それに関する資料を以下の通り添付いたします。 
 

以上 
[添付資料] 
 資料① 特定調達品目及び判断の基準の今年度の主な見直し一覧(紙類の部分のみ抜粋) 
 資料② グリーン購入法におけるコピー用紙の調達基準の改定について 
 資料③ コピー用紙の総合評価指標方式について(解説) 
 資料④ 森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン 
資料⑤ 平成 20 年度グリーン購入法基本方針説明会開催日程と申込関連資料 
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